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■ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 

【組織のスリム化等】#1 

[業務運営体制の整備] 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○福祉経営指導室及び医療経営指導

室を統合して新たに経営指導課を

設置し、併せて業務管理課を設置 

○情報調査部調査広報課の調査機能

を企画指導部調査室へ移管し、広

報機能を総務部総務課へ移管 

○大阪支店融資相談課及び福祉貸付

部福祉審査課融資相談係の体制整

備 

○福祉貸付部福祉審査課及び調査役

を再編して福祉業務課及び福祉審

査課を設置 

○情報普及課及び情報整備課を再編

して情報企画課とＷＡＭＮＥＴ事

業課を設置 

○業務移行準備室の設置（年金住宅

融資等債権管理回収業務等の承継

準備）  

○管理部債権課の体制強化 

○企画指導部経営指導課の体制強化

○年金貸付部の設置（業務承継した

承継年金住宅融資等債権管理回収

業務等の業務推進体制整備） 

○情報事業部情報システム化の体制

強化 

○医療貸付部医療審査課の体制強化

○心身障害者扶養保険事業見直し検

討のための体制整備 

 （扶養保険課及び資金課に係長・

主査を配置） 

○福祉医療経営指導業務の充実強化

を図るため経営支援室を新設 

○監査の公正性・中立性・透明性を

高めるための組織再編（監査室を

理事長直属に配置） 

○福祉医療貸付の債権管理業務の効

率化（収納課と管理課を統合）及

び強化（調査役の新設） 

○基金助成審査業務の効率化のため

の体制整備（計画課と振興課を統

合・再編し基金支援課を新設） 

○平成 21 年 4 月より機構横断的プ

ロジェクト「民間活動応援本部」

を立上げ 

[組織のスリム化] 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― 

○監査部の廃止 

○基金事業部次長の廃止 

○基金事業部事業課の廃止 

○共済部契約課の廃止 

○保険部の廃止 ○課長ポストの削減 

○課長代理ポストの削減 

○課長代理ポストの削減 ○課長ポストの削減 ○課長ポストの削減 

 

【経営企画会議等の運営】#2 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○経営企画会議を設置し、10 回開

催 

○業務の進捗状況等の管理をルール

化 

○経営企画会議を 18 回開催 

○補助金の交付金化、金利体系の見

直し、スペシャルオリンピックス

等に迅速に対応 

○経営企画会議で QMS のマネジメ

ントレビューを開始 

○経営企画会議を 13 回開催 

○金利の見直し、年金住宅融資等債

権管理回収業務等の承継、経営指

導事業の見直し等に迅速に対応 

○経営企画会議で QMS のマネジメ

ントレビューを実施 

○経営企画会議を 13 回開催 

○機構の組織・業務の見直し、次期

中期計画の策定に向けた検討等に

迅速に対応 

○経営企画会議を 13 回開催 

○独立行政法人整理合理化計画、次

期中期計画の策定に向けた検討、

年金・労災担保貸付金利の見直し

等に迅速に対応 

○経営企画会議を 14 回開催 

○福祉医療機構経営理念の策定、第

１期中期計画の業績評価の検討、

リスク管理債権の発生要因の分

析・検証、広報のあり方に関する

検討、年金・労災担保貸付金利の

見直し等に迅速に対応 

○経営企画会議を 14 回開催 

○平成 21 年度重点目標の指示、

平成 21 補正予算対応の検討、民

間活動応援本部の活動報告、年

金・労災担保貸付金利の検証等に

迅速に対応 

 

【業務間の連携強化】#3 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

平成 20 年度 平成 21 年度 

○リスク管理債権発生要因解析作業

チームや組織横断的な４つのプロ

ジェクトチームを立ち上げ、機構

の特長や専門性を活かしつつ、業

務間の連携を強化し、効率的な運

営を実施 

○民間活動応援本部において利用者

の要望等を聴取するとともに、機

構の特長や専門性を活かしつつ、

業務間の連携を強化し、業務の効

率的な運営を実施 
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■ 業務管理（リスク管理）の充実 

【品質マネジメントシステムの運用】#4 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○ISO 部会を設置し、QMS 構築の

準備を開始 

○業務革新プロジェクトを開始 

○業務プロセスの文書化作業等を行

い、平成 16 年 11 月から QMS

の運用を開始 

○平成 17 年 3 月に認証取得のため

に審査登録機関の審査を受診 

○業務革新プロジェクトにより

71 項目について業務改善を実施

○平成 17 年 4 月に ISO9001 認証

取得 

○QMS の定着・高度化を実施 

  ・マネジメントレビュー、内部監

査の実施による継続的な改善の

実施 

  ・QMS の課題抽出及び対応策の

検討のために職員の意識調査を

実施 

  ・苦情対応、サービスの監視測定

の充実など継続的改善に資する

仕組みづくり 

・業務革新プロジェクトにより

193 項目について業務改善を

実施 

○QMS の定着・高度化を実施 

  ・マネジメントセッションを行い

業務管理における課題を整理 

  ・職員の能力向上を図るため、新

しい力量管理体系を構築 

  ・代理貸付業務及び承継年金住宅

融資等債権管理回収業務等にお

いて QMS の運用開始 

○QMS 内部監査等を活用し、業務

の質の向上や効率化等に関する改

善点や事務リスク等を抽出した上

で、フォローアップを行うことに

より継続的改善活動を推進 

○福祉医療代理貸付業務及び承継年

金住宅融資等債権管理回収業務等

においてISO9001の認証を追加

取得 

○ISO9001 の認証継続審査を受審

し、平成 20 年 4 月に認証更新予

定 

○業務改善活動の活性化等を目的と

し、「改善アイデア提案制度」を創

設 

○ISO9001 の認証更新 

○ISO9001:2008（新規格）への

移行審査を受審し移行登録を完了 

○QMS の効率的運用のため、QMS

文書の改訂（業務フローの簡素化

等）を実施 

○QMS 内部監査等を活用し、教育

訓練の効果的運用や顧客満足度調

査の活性化等、業務の質の向上や

効率化に関する改善点や事務リス

ク等を抽出した上で、フォローア

ップを行うことにより継続的改善

活動を推進 

○QMS 内部監査等を活用し、教育

訓練の効果的運用や顧客満足度調

査の活性化等、業務の質の向上や

効率化に関する改善点、事務リス

ク等を抽出した上で、フォローア

ップを行うことにより継続的改善

活動を推進 

○各部における業務改善の更なる活

性化を目的に、係員を対象にした

QMS 研修を開催 

○リスク・危機管理に関する基本的

な事項を定めた「リスク・危機管

理基本方針」を平成 21 年 10 月

に策定 

○「リスク・危機管理基本方針」に

基づき、平成 21 年 10 月に「リ

スク管理委員会」を設置し、平成

22 年３月に「リスク対応計画」

を策定 

【業務管理手法の改善等】#6 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○企画指導部に業務管理課を新設

し、中期計画等の実施状況の管理

を開始 

○経営企画会議の下に業務管理委員

会を設置 

○事業部門ごとに業務目標を設定

し、人事評価制度及び QMS を活

用した業務管理を開始 

○管理会計導入の調査・研究を開始

○人事評価制度及び QMS を活用し

て事業部門ごとに業務目標を設

定し、毎月の経営企画会議におい

て業務の進捗状況のマネジメン

トレビューを行い、目標達成に向

けた業務管理を実施 

○管理会計導入に向けて、活動コス

ト分析手法の確立を図るため、2

現業部門でコスト分析を実施 

○経営企画会議において業務進捗状

況及び業務上の課題対応状況等

についてマネジメントレビュー

を行い、目標達成に向けた業務管

理を実施 

○管理会計導入に向けて、１現業部

門で試行的に費用対効果分析を

実施 

○経営企画会議において業務進捗状

況及び業務上の課題対応状況等

についてマネジメントレビュー

を行い、目標達成に向けた業務管

理を実施 

○各事業の費用対効果測定実施のた

めの基礎データ収集を行い、分析

手法を整理 

○経営企画会議において、各事業の

主要指標数値に基づく業務進捗

状況の報告を実施。また、業務上

の課題対応状況等についてマネ

ジメントレビューを行い、目標達

成に向けた業務管理を実施 

○平成 19 年度実績に基づく、業務

活動単位での費用（人件費）対効

果分析（コスト分析）を実施 

○経営企画会議において、各事業の

主要指標数値に基づく業務進捗

状況の報告を実施。また、業務上

の課題対応状況等についてマネ

ジメントレビューを行い、目標達

成に向けた業務管理を実施 

○平成 20 年度実績に基づく、業務

活動単位での費用（人件費）対効

果分析（コスト分析）を実施 
 

【ALM システムの活用及び信用リスクモデル分析の実施】#7 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○ALM 部会を設置し、ALM 管理体

制を整備 

○ALMの月次管理モデルを構築し、

機構の財務分析を開始 

○ALM の月次管理モデルの本格運

用を開始し、貸付条件の変更の影

響等を分析し、予算編成等に活用

○ALM の月次モデルを活用し、繰

上げ償還の影響等を分析するとと

もに、ALM の分析結果も活用し

つつ、平成 17 年 6 月に超長期

（20 年償還）の財投機関債を機

構として初めて発行 

○これまで蓄積してきたリスク債権

データをもとに、「リスク管理債権

将来推計モデル」を試行的に構築

○ALM の月次モデルを活用して、

平成 17 年度決算データに基づく

マチュリティラダー分析、財投機

関債発行方針の決定等を実施 

○「リスク管理債権比率推計モデル」

については、データの更新を行う

とともに、運用上の留意点、課題

等を踏まえ運用マニュアルを作成

○ALM の月次モデルを活用して、

平成 1８年度決算データに基づく

マチュリティラダー分析、財投機

関債発行方針の決定等を実施 

○「リスク管理債権比率推計モデル」

については、データの更新及び分

析を実施 

○ALM の月次モデルを活用して、

平成 19 年度決算データに基づく

マチュリティラダー分析、財投機

関債発行方針の決定等を実施 

○「リスク管理債権比率推計モデル」

については、精度、活用性向上の

ため、リスク管理債権データべー

スを整備。当該データを活用し、

クレジットスプレッドを試算 

○ALM の月次モデルを活用して、

平成 20 年度決算データに基づく

マチュリティラダー分析、財投機

関債発行方針の決定等を実施 

○「リスク管理債権比率推計モデル」

を活用し、クレジットスプレッド

を算定するとともに、運転資金融

資のクレジットスプレッドを試算

【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対策の充実】#8 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

平成 20 年度 平成 21 年度 

○情報セキュリティ対策基準及び

実施手順の見直しを実施 

○情報セキュリティに関する職員

研修を実施 

○個人情報保護マニュアルを平成

21 年 10 月に策定し全役職員に

周知するとともに職員研修を実施

○個人情報の複製、送付等に係る個

人情報自己点検を職員に対し実施

○情報セキュリティに関する職員研

修を実施 

○情報セキュリティ対策の実施状況

に関する自己点検調査を実施 
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■ 業務・システムの効率化と情報化の推進 

【業務・システム 適化計画に基づく効率化等】#9 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― 

○情報化統括責任者（CIO）及び情

報化統括責任者（CIO）補佐官の

設置 

○業務・システムの 適化計画を策

定するための業者の選定 

 

○業務・システムの 適化計画を策

定するための業者と契約を締結 

○ 適化対象システムの監査及び刷

新可能性調査を実施 

（システム監査指摘事項の対応）

・システム監査指摘事項対応方針、

対応スケジュールを策定 

・業務委託にかかる定例会報告様

式、納品物報告様式を統一 

○情報化統括責任者（CIO）補佐官

を活用した職員のＩＴリテラシー

の向上を図るための研修を実施 

○業務・システムの 適化計画の策

定・公表 

○WAMNET システムの業務・シス

テム 適化計画に基づく、次期シ

ステムの設計・開発等のための工

程管理支援業者との契約締結 

○情報化統括責任者（CIO）補佐官

等を活用した職員のＩＴリテラシ

ーの向上を図るための研修を実施

○システム監査指摘事項への対応と

して、平成 18 年度に統一した業

務委託にかかる定例会報告様式、

納品物報告様式の運用実施 

○ＷＡＭＮＥＴシステムのシステム

刷新に向け、次期システムの設

計・開発業者を一般競争入札（総

合評価落札方式）により選定し、

設計・開発を開始 

○退職手当共済事業、年金担保貸付

事業及び承継年金住宅融資等債権

管理回収業務に係る情報システム

について、委託業者を一般競争入

札により選定 

○情報化統括責任者（CIO）補佐官

等を活用した職員のＩＴリテラシ

ーの向上を図るための研修を実施 

○ WAMNET 次 期 シ ス テ ム の 設

計・開発をはじめとした「ハード

ウェア・ソフトウェア、ネットワ

ーク、運用施設・設備」納入事業

者及び「運用・保守」事業者の調

達を一時中断 

〇福祉医療貸付事業の事業報告書等

の電子報告システムの機能改善を

図り利用率が大幅に向上（平成

21 年度 5.9％⇒平成 22 年度

55.3％） 

○退職手当共済電子届出システムの

機能改善を図り利用率が向上（平

成 20 年度 75％⇒平成 21 年度

79％） 
 

【情報化推進体制の強化等】#11 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

平成 20 年度 平成 21 年度 

○情報化統括責任者（CIO）を中心

として、情報化統括責任者（CIO）

補佐官の支援を受けて、福祉医療

情報ネットワークシステムの設

計・開発業者について総合評価落

札方式による調達を実施するとと

もに、情報システムに係る委託契

約内容等の適正化を実施 

○情報化統括責任者（CIO）を中心

として、情報化統括責任者（CIO）

の支援を受けて、業務・システム

適化計画の適正な実施、情報シ

ステムに係る調達仕様書・委託契

約内容等の適正化及び平成 22 年

度情報化推進計画の策定等情報化

を推進 
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■ 経費の節減 

【随意契約の適正化】#15 

区  分 
（参考）平成18年度実績 平成19年度実績 平成20年度実績 平成21年度実績 （参考）随意契約見直し計画 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

競争入札等 
（27.6％） （9.0％） （42.1％） （16.7％） （47.4％） （34.3％） （59.7％） （78.4％） （32.9％） （14.1％）

21件 2.8億円 40件 5億円 37件 15.8億円 37件 29.7億円 25件 4.3億円

企画競争・公募 
（1.3％） （1.2％） （5.3％） （2.6％） （24.4％） （11.7％） （33.9％） （20.9％） （59.2％） （84.2％）

1件 0.4億円 5件 0.8億円 19件 5.4億円 21件 7.9億円 45件 25.8億円

競争性のある契約 

（小計） 

（28.9％） （10.2％） （47.4％） （19.3％） （71.8％） （46.0％） （93.6％） （99.3％） （92.1％） （98.3％）

22件 3.1億円 45件 5.8億円 56件 21.1億円 58件 37.6億円 70件 30.1億円

競争性のない 

随意契約 

（71.1％） （89.8％） （52.6％） （80.7％） （28.2％） （54.0％） （6.4％） （0.7％） （7.9％） （1.7％）

54件 27.5億円 50件 24.4億円 22件 24.8億円 4件 0.2億円 6件 0.5億円

合  計 
（100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％）

76件 30.6億円 95件 30.2億円 78件 46.0億円 62件 37.9億円 76件 30.6億円

【業務方法の改善等による事務効率化】#16 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○りん議・決裁システムを開発 ○旅費の請求及び執行管理のための

出張旅費システムを導入 

○加除式の例規集をデータベース化

した Web 版例規検索システムの

運用開始 

○長寿・子育て・障害者基金事業に

おける助成手続きの電子化に向

けて準備を進めた。 

○退職手当共済事業における請求書

等作成支援システムの運用開始 

○長寿・子育て・障害者基金事業に

おける電子申請の範囲と仕組み

について検討 

○退職手当共済事業における掛金納

付対象職員届にかかる電子申請

システムを構築 

○長寿・子育て・障害者基金事業に

おける電子申請等システムの開

発に着手 

○退職手当共済事業における電子届

出システムへの施設等新設届・申

出書にかかる機能追加 

○福祉医療貸付事業の事業報告書等

電子報告システムの開発に着手 

○次期中期目標期間における機構の

行う事業・業務の情報化を計画的

かつ合理的に進めるための情報

化推進計画及び平成 20 年度の実

施計画を策定 

○事業報告書電子報告システムの導

入により、決算等の機構貸付先事

業報告書データの電子送信の試

行を実施 

○回収業務における事務効率化を進

めるため、口座振替導入の準備を

実施 

○利用者負担の軽減の観点から、融

資の申込書類に関する不備・不足

調査に基づく改訂や契約に関す

る事務手続き、関係書類の再評価

を行い、簡素化などにより効率化

を実施 

○ 事業報告書電子報告システムに

連動可能な、「経営参考指標」作

成システムを稼働 

○業務の効率化、経費節減、エコ対

策等の観点から各種取組を実施

しコストを削減 

○事業報告書電子報告システムによ

る事業報告書データの電子送信

を本格的に実施 

○福祉医療貸付事業については、貸

付金の回収に当たって、事務の効

率化を図るため、平成 21 年 4 月

から口座振替制度を導入 

○年金担保貸付事業については、利

用者の要望に応じ奇数月回収を

中止することにより、回収業務等

の効率化を実現 
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【一般管理等の節減】 
①一般管理費、福祉保健医療情報サービス事業費等 

《予算と実績の推移》 

区   分 平成 14 年度 
第１期目標（平成 14 年度比▲13%） ⇒ 第１期実績（平成 14 年度比▲13.1%：5,131 百万円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

一般管理費等（目標値） 5,901 百万円 2,889 百万円 5,618 百万円 5,456 百万円 5,295 百万円 5,133 百万円 

対１４年度比（目標値） 100.0% 49.0% 95.2% 92.5% 89.7% 87.0% 

対 予 算 執 行 率 （ 実 績 ） － 97.5% 96.1% 97.6% 98.3% 99.88％ 

（注）平成 15 年度は 6 ヶ月分を計上、また、特殊要因経費は除く。 

 

②労災年金担保貸付事業に係る一般管理費、労災年金担保貸付業務経費等 
《予算と実績の推移》 

区   分 平成 16 年度 
第１期目標（平成 16 年度比▲9%） ⇒ 第１期実績（平成 16 年度比▲15.8%：30 百万円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

一般管理費等（目標値） 36 百万円 

― ― 

35 百万円 34 百万円 33 百万円 

対１６年度比（目標値） 100.0% 97.0% 94.0% 91.0% 

対 予 算 執 行 率 （ 実 績 ） － 94.3% 81.8% 92.0％ 

 

③承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務に係る一般管理費及び業務経費等（承継年金住宅融資等債権管理回収業務に係る金融機関 

及び債権回収会社への業務委託費並びに抵当権移転登記経費並びに承継教育資金貸付けあっせん業務に係る転貸法人への業務委託費を除く。） 
《予算と実績の推移》 

区   分 平成 18 年度 
第１期目標（平成 18 年度比▲3%） ⇒ 第１期実績（平成 18 年度比▲6.3%：1,313 百万円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

一般管理費等（目標値） 1,402 百万円 

― ― ― ― 
1,360 百万円 

対１８年度比（目標値） 100.0% 97.0% 

対 予 算 執 行 率 （ 実 績 ） － 96.5% 

 

【福祉医療貸付事業費の削減】 
《予算と実績の推移》 

区   分 平成 14 年度 
第１期数値目標：平成 14 年度比▲5% ⇒ 第１期実績（平成 14 年度比▲19.2%：68,492 百万円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 

事 業 費 （ 予 算 額 ） 84,748 百万円 38,840 百万円 77,275 百万円 75,958 百万円 73,106 百万円 72,031 百万円 

対 1 4 年 度 比 100.0% － 91.2% 89.6% 86.3% 85.0％ 

決 算 修 正 額 － 38,745 百万円 75,850 百万円 73,295 百万円 71,111 百万円 68,492 百万円 

対 1 4 年 度 比 － － 89.5% 86.5% 83.9% 80.8％ 

（注）平成 15 年度は、6 ヶ月分を計上 

 

【一般管理等の節減】#17 

《予算と実績の推移》 

区   分 平成 19 年度 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

第２期目標 

（平成 19 年度比▲15.5%） 

平成 20 年度 平成 21 年度 

一般管理費等（目標値） 6,319 百万円 6,123 百万円 5,927 百万円

一般管理費等（実 績） － 5,768 百万円 5,534 百万円

対１９年度比（削減率） － ▲8.7％ ▲12.4％
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■ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

【福祉貸付事業の実績】#20 

施設の種類  
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 

 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％

老 人 福 祉 

関 係 施 設 
589 50.9 197,054 86.3 453 52.2 185,903 88.2 330 43.3 126,701 84.2 326 38.5 110,600 82.6 344 49.9 103,796 86.6 291 45.4 75,976 78.2 262 37.5 84,075 74.8

 う ち 特 養 361 31.2 171,050 74.9 322 37.1 168,820 80.1 276 36.2 115,836 76.9 256 30.2 101,145 75.5 239 34.6 90,480 239 182 28.4 64,014 65.9 182 26.0 71,865 63.9

児 童 福 祉 

関 係 施 設 

          (10) (1.2) (170) (0.1) (2) (0.3) (90) (0.1)    

323 27.9 16,528 7.2 301 34.7 17,494 8.3 231 30.3 12,158 8.1 270 31.8 13,112 9.8 216 31.3 11,272 9.4 218 34.0 12,834 13.2 302 43.2 20,287 18.0

 うち保育所 289 25.0 12,436 5.4 272 31.4 13,889 6.6 205 26.9 9,363 6.2 234 27.6 10,998 8.2 196 28.4 9,492 196 198 30.9 11,313 11.6 277 39.6 18,095 16.1

障 害 者 福 祉 

関 係 施 設 

        (18) (2.4) (65) (0.0) (118) (13.9) (1,538) (1.1) (62) (9.0) (768) (0.6) (24) (3.7) (158) (0.2) (16) (2.3) (98) (0.1)

232 20.1 12,437 5.4 105 12.1 5,185 2.5 193 25.3 10,466 7.0 247 29.1 9,435 7.0 127 18.4 4,190 3.5 127 19.8 7,786 8.0 125 17.9 7,589 6.8

そ の 他 施 設 13 1.1 2,324 1.0 8 0.9 2,114 1.0 8 1.0 1,212 0.8 5 0.6 771 0.6 3 0.4 647 0.5 5 0.8 556 0.6 10 1.4 495 0.4

合  計 
        (18) (2.4) (65) (0.0) (128) (15.1) (1,708) (1.3) (64) (9.3) (858) (0.7) (24) (3.7) (158) (0.2) (16) (2.3) (98) (0.1)

1,157 100.0 228,343 100.0 867 100.0 210,696 100.0 762 100.0 150,537 100.0 848 100.0 133,918 100.0 690 100.0 119,905 100.0 641 100.0 97,153 100.0 699 100.0 112,446 100.0

（注 1）複数の施設を一体的に整備する場合、その件数は主たる施設をもって１件と計上している。 

（注 2）平成 17 年度の障害者福祉関係施設と合計欄、平成 18 年度及び平成 19 年度の児童及び障害者福祉関係施設と合計欄、平成 20 年度及び平成 21 年度の障害者福祉関係施設と合計欄の上段（  ）は、「つなぎ資金」の再掲である。 
 

【利用者サービスの向上】#24 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○福祉貸付単独申込み用の借入申

込書及び様式、添付書類の見直し

の検討 

○福祉貸付単独申込み用の借入申

込書の使用開始 

○様式及び添付書類の見直しの実

施 

○補助金の交付金化に伴う改正に

合わせて、様式及び添付書類の全

般的な見直しを実施 

○「借入申込書類の作成要領」を分

かりやすく利便性の高い内容に

改正 

○申込書の不備事項等の分析を行

い、「作成要領」について回答集

の追加や視覚的にも分かりやす

い内容への見直しを実施 

○申込書の不備事項等の分析及び

利用者へのアンケート調査の結

果を踏まえ、借入申込書類等の簡

素化及び電子媒体化を実施 

○保育所の借入申込書類について、

政策優先度が高いこと及び貸付

リスクの低いことを踏まえて、書

類の大幅な減量化と事務手続き

の迅速化の方針策定 

 

○事業計画の早期段階から融資相

談に応じ、各種の助言を実施 

○「融資のポイント（ガイドライ

ン）」を作成して自治体の担当者

へ説明したほか、機構ホームペー

ジに公開 

○借入申込を希望している社会福

祉法人に対する融資説明会等を

開催 

 〔2 回開催、参加 278 法人〕 

○各都道府県市の実務担当者を対

象とした説明会を開催し、事業計

画、融資方針及び老人福祉施設等

に係る特別貸付実施要領を説明 

○各都道府県市の実務担当者を対

象とした説明会を開催し、事業計

画、融資方針及び交付金対象事業

に係る融資の取扱いについて説

明 

○各都道府県市の実務担当者を対

象とした説明会を開催し、事業計

画及び融資方針等について説明 

○各都道府県市の実務担当者を対

象とした説明会を開催し、事業計

画及び融資方針等について説明 

○機構及び福祉関係団体などが主

催するセミナー等において、融資

制度の案内や個別融資相談等を

実施 

○各都道府県市の実務担当者を対

象とした説明会を開催し、事業計

画及び融資方針等について説明 

○平成 21 年度の説明会について

は、開催時期を 3 月に前倒しして

実施 

○機構及び福祉関係団体などが主

催するセミナー等において、融資

制度の案内や個別融資相談等を

実施 

○各都道府県市の実務担当者を対

象とした説明会を開催し、事業計

画及び融資方針等について説明 

○機構及び福祉関係団体などが主

催するセミナー等において、融資

制度の案内や個別融資相談等を

実施 

 

【協調融資制度の充実】#25 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○協調融資制度を導入している政

策金融機関の実態について調査

を実施 

○介護関連施設等の資金調達が円

滑に行われるように、平成 16 年

7 月に民間金融機関との協調融

資制度を構築し、覚書の締結を開

始 

○平成 17 年 3 月末までに 72 の金

融機関と覚書を締結 

○平成 18 年 3 月末までに 177 の

金融機関と覚書を締結 

○平成 17 年度審査案件のうち、

186 件が協調融資制度を利用 

○平成 19 年 3 月末までに 197 の

金融機関と覚書を締結 

○平成 18 年度審査案件のうち、

172 件が協調融資制度を利用 

○平成 20 年 3 月末までに 212 の

金融機関と覚書を締結 

○平成 19 年度審査案件のうち、

185 件が協調融資制度を利用 

○協調融資の対象を介護関連施設

等から、福祉貸付事業全体に拡大 

○平成 21 年 3 月末現在で 244 の

金融機関と覚書を締結 

○平成 20 年度審査案件のうち、

163 件が協調融資制度を利用 

○協調融資制度の周知を図るため、

パンフレットを地方公共団体等

に配布 

○平成 22 年 3 月末現在で 255 の

金融機関と覚書を締結 

○平成 21 年度審査案件のうち、

122 件が協調融資制度を利用 
 

【審査業務の事務処理期間短縮】#26 
第１期目標（120 日以内） 第２期目標（75 日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

99 日 90 日 56 日 51 日 32 日 35 日 38 日
 

【資金交付業務の事務処理期間短縮】 #26 

全ての案件について目標の営業日以内に資金交付 《参考～各年度の資金交付件数》 
第１期目標（20 営業日以内） 第２期目標（15 営業日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

1,007 件 2,153 件 1,859 件 1,862 件 1,347 件 1,221 件 1,148 件
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■ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

【医療貸付事業の実績】#27 

施設の種類  
平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２1 年度 

件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 件数 割合 金額 割合 

 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％ 件 ％ 百万円 ％

病 院 168 28.8 141,957 58.4 158 30.9 150,703 61.3 86 26.1 81,532 59.8 67 26.0 73,421 65.3 64 29.9 58,989 67.0 49 30.2 45,964 70.4 43 26.1 59,483 75.5

診 療 所 259 44.3 14,705 6.0 224 43.7 14,143 5.8 164 49.9 9,460 6.9 135 52.3 7,013 6.2 106 49.5 5,657 6.4 81 50.0 4,074 6.2 88 53.3 4,114 5.2

介護老人保健

施 設 
151 25.9 86,606 35.6 124 24.2 80,321 32.7 76 23.1 44,389 32.5 56 21.7 32,097 28.5 42 19.6 23,184 26.3 32 19.8 15,271 23.4 33 20.0 15,082 19.2

そ の 他 施 設 6 1.0 56 0.0 6 1.2 553 0.2 3 0.9 1,057 0.8 - - - - 2 1.0 215 0.3 - - - - 1 0.6 80 0.1

合  計 584 100.0 243,324 100.0 512 100.0 245,720 100.0 329 100.0 136,438 100.0 258 100.0 112,531 100.0 214 100.0 88,045 100.0 162 100.0 65,309 100.0 165 100.0 78,759 100.0

（注 1）平成 15 年度については、金融環境の変化に伴う運転資金に対する緊急融資分（764 件、10,195.4 百万円）は除く。 

平成 16 年度については、金融環境の変化に伴う運転資金に対する緊急融資分（９件、155.5 百万円）は除く。 

（注 2）平成 18 年度については、療養病床の再編成に伴う運転資金に対する融資分（22 件、1,264.0 百万円）は除く。 

平成 19 年度については、療養病床の再編成に伴う運転資金に対する融資分（７件、559.0 百万円）は除く。 

（注３）平成 20 年度については、療養病床の再編成並びに経営環境変化に伴う運転資金（153 件、5,589.2 百万円）及び療養病床の転換支援策に係る運転資金（１件、30.0 百万円）は除く。 

（注４）平成 21 年度については、経営環境変化に伴う運転資金（505 件、40,441.8 百万円）及び出産育児一時金等の制度見直しに伴う運転資金（166 件、4,246.5 百万円）は除く。 

【利用者サービスの向上】#34 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― 

○医療貸付単独申込み用の借入申

込書の検討 

○医療貸付単独申込み用の借入申

込書の使用開始 

○複数書類の一本化等による簡素

合理化 

○借入申込書類の不備不足箇所の

データ分析を行い、借入申込書及

び作成要領の見直しに反映 

○「借入申込書」のＣＤ-ＲＯＭ版

の配布 

○借入申込書類の不備不足箇所の

データ分析を行い、借入申込書及

び作成要領の見直しに反映 

○借入申込書の不備不足箇所のデ

ータ分析に加え、アンケートの実

施及び書類の必要性の再評価を

行い、借入申込書及び作成要領の

見直しに反映 

○「借入申込書」のファイル形式を

改善 

○貸付承認申請書の不備不足箇所

のデータ分析を行い、貸付承認申

請書の見直しに反映 

○パンフレット（融資のごあんな

い）の作成において、借入申込者

が、より具体的に事業計画を検討

できるよう、事業計画の策定、着

手から完成までの流れと機構の

融資手続きを組み合わせた一連

のフロー図を掲載 

○融資相談会の開催 

〔7 回、相談件数 99 件〕 

（半年間の実績） 

○融資相談会の開催 

〔14 回、相談件数 166 件〕 

○受託金融機関業務研修会議の開

催 

〔2 回、参加 183 金融機関〕 

○融資相談会の開催 

  〔15 回、相談件数 148 件〕 

○受託金融機関業務研修会議の開

催 

  〔2 回、参加 173 金融機関〕 

○融資相談会の開催 

〔14 回、相談件数 171 件〕  

○個別訪問融資相談 17 件 

○受託金融機関業務研修会議の開

催  

〔2 回、参加 163 金融機関〕 

○融資相談会の開催 

〔14 回、相談件数 115 件〕 

○個別訪問融資相談８件 

○経営セミナー会場における融資

相談 41 件 

○受託金融機関業務研修会議の開

催  

〔2 回、参加 159 金融機関〕 

○受託金融機関業務打合会議の開

催 

〔２回 参加 144 金融機関〕 

○融資相談会の開催 

〔14 回、相談件数 130 件〕 

○個別訪問融資相談 23 件 

○経営セミナー会場における融資

相談 44 件 

○県・医療関係団体主催説明会にお

ける融資相談 11 件 

○受託金融機関業務研修会議の開

催  

〔2 回、参加 133 金融機関〕 

○「設計・建築」、「経営」等の相談

に対する専門的な提案 10 件 

○融資相談会の開催 

〔14 回、相談件数 161 件〕 

○個別訪問融資相談 17 件 

○経営セミナー会場における融資

相談 65 件 

○受託金融機関業務研修会議の開

催  

〔2 回、参加 119 金融機関〕 

○「設計・建築」、「経営」等の相談

に対する専門的な相談 9 件 

 

 

【審査業務の事務処理期間短縮】#35 
第１期目標（90 日以内） 第２期目標（45 日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

75 日 39 日 41 日 41 日 39 日 38 日 33 日
 

【資金交付業務の事務処理期間短縮】#35 
全ての案件について目標の営業日以内に資金交付 《参考～各年度の資金交付件数》 

第１期目標（20 営業日以内） 第２期目標（15 営業日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

846 件 1,242 件 905 件 677 件 543 件 470 件 1,019 件
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■ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

【新規融資額の縮減】#37 

区  分 平成 17 年度 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

第２期数値目標：平成 17 年度実績比▲20% 

平成 20 年度 平成 21 年度 

目 標 値 ー 3,501 億円 3,237 億円

実  績 4,026 億円 1,576 億円 1,846 億円

削 減 率 － ▲60.9％ ▲54.1％

【利差益の確保】#38 
区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

金 利 差 0.029% 0.175% 0.086% 0.062% 0.073% 0.093％ 0.044％

利 差 額 17 百万円 440 百万円 198 百万円 90 百万円 86 百万円 63 百万円 36 百万円
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【貸付対象等の見直し】#39 
区 分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

福祉貸付 

ａ 児童養護施設、身体障害者療護施設
及び養護老人ホームの大部屋解消整
備事業に係る無利子貸付の廃止 

ｂ 一般有料老人ホームに係る融資率
の引下げ（70%→30%） 

ｃ 老人福祉関係施設等に係る特別貸
付の実施 

ａ 元金償還据置期間（2 年以内）の導
入に伴い、原則として無利子期間（2
年以内）を廃止 

ｂ 介護関連施設及び養成施設の融資
率の引下げ及び貸付利率の見直し 

ｃ 一般有料老人ホームを融資対象か
ら除外 

ｄ アスベスト対策事業に係る整備事
業に対する融資率の引上げ及び貸付
金利の引下げ 

ｅ 障害者自立支援法の施行に伴うつ
なぎ資金の特例貸付 

ｆ 老朽整備等貸付金償還一部免除制
度の廃止 

ａ アスベスト対策事業に係る整備事
業に対する融資率の引上げ及び貸付
金利の引下げ 

ｂ 耐震化等に係る改築・修繕等事業に
対する融資率の引上げ 

ｃ 災害復旧事業に係る整備事業に対
する融資率の引上げ及び無利子期間
の延長（2 年以内から全期間へ） 

ｄ 小規模多機能型居宅介護事業に係
る施設の貸付対象化 

ｅ 基盤整備促進法に基づく有料老人
ホーム等の整備事業に対する融資率
の引下げ   

ｆ 養成施設及び職員研修施設に対す
る貸付金利の見直し 

ｇ 老人福祉センター、在宅複合型施設
を融資対象から除外 

ｈ 障害者自立支援法の施行に伴うつ
なぎ資金の特例貸付 

ａ 療養病床のケアハウス等への転換
事業に対する融資率の引き上げ及び
貸付金利の引き下げ 

ｂ 消防法政省令改正に伴う障害者グ
ループホーム等の整備事業に対する
貸付けの相手方に特定非営利活動法
人を追加 

ｃ 軽費老人ホームＡ型及びＢ型を融
資対象から除外 

ｄ 福祉ホームの整備事業に対する融
資率の引き下げ 

ｅ アスベスト対策事業に対する融資
率の引き上げ及び貸付金利の引き下
げ（18 年度より継続） 

ｆ 耐震化に係る改築・修繕等事業及び
災害復旧事業に対する融資率の引き
上げ（18 年度より継続） 

ｇ 障害者自立支援法の施行に伴うつ
なぎ資金の特例貸付（18 年度より継
続） 

ａ 療養病床のケアハウス等への転換
事業に対する融資率の引上げ及び貸
付金利の引下げ 

ｂ 障害者の就労支援事業の推進に係
る貸付けの相手方に特定非営利活動
法人を追加及び融資率の引上げ 

ｃ 消防法施行令等改正に伴う障害者
グループホーム等の改修事業に係る
貸付けの相手方に特定非営利活動法
人を追加 

ｄ アスベスト対策事業に対する融資
率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｅ 耐震化に係る改築・修繕等事業及び
災害復旧事業に対する融資率の引上
げ 

ｆ 障害者自立支援法の施行に伴うつ
なぎ資金の特例貸付（18 年度より継
続） 

ｇ 老朽民間社会福祉施設整備におけ
る無利子貸付について、養護老人ホー
ムを融資対象から除外 

ｈ 既設社会福祉施設用地有効活用改
築促進制度における高層化改築に係
る無利子貸付について、老人デイサー
ビスセンター、老人短期入所施設及び
特別養護老人ホームを融資対象から
除外 

ｉ 障害者自立支援法における経過措
置期間中の障害者関係施設について、
同法における新体系施設への移行を
伴わない施設整備事業への貸付けに
ついて、融資率の引下げ 

ａ 保育所及び放課後学童クラブの整
備対する融資率の引上げ 

ｂ 自立援助ホーム（児童自立生活援助
事業）の整備に対する融資率の引上げ

ｃ 障害者の就労支援事業の推進に係
る貸付けの相手方に特定非営利活動
法人を追加及び融資率の引上げ（平成
20 年度から継続） 

ｄ 特定非営利活動法人が設置・経営す
る障害者グループホーム及び障害者
ケアホームにおいて消防用設備を設
置するすべての事業を貸付対象（「消
防法令の改正を受けて設置する事業」
という要件を緩和） 

ｅ 療養病床のケアハウス等への転換
事業に対する融資率の引上げ及び貸
付金利の引下げ（平成 20 年度から継
続） 

ｆ アスベスト対策事業に対する融資
率の引上げ及び貸付金利の引下げ
（19 年度より継続） 

ｇ 障害者自立支援法の施行に伴うつ
なぎ資金の特例貸付（18 年度より継
続） 

ｈ 基盤整備促進法に基づく有料老人
ホーム、高齢者総合福祉センター及び
在宅介護サービスセンターに係る融
資率を引下げ 

ｉ 「物価高騰に係る経営資金」の貸付
対象の拡充等を行い、新たに「経済情
勢の悪化よる経営環境の変化に伴う
経営資金」として実施 

医療貸付 

ａ 病院の新築資金のうち、療養病床を
整備するものに係る融資率の引下げ
（90%→80%） 

ｂ 病院の増改築資金のうち、医療施設
近代化施設整備事業の対象であって、
病床不足地域において療養病床を整
備するものに係る融資率の引下げ
（90%→80%） 

ｃ 疾病予防運動施設及び温泉療養運
動施設等に係る機械購入資金及び長
期運転資金については、災害復旧のた
めに必要な場合に限定 

ｄ 「民間事業者による老後の保健及び
福祉のための総合的施設の整備の促
進に関する法律（平成 17 年法律第
25 号により名称変更。現、地域にお
ける公的介護施設等の計画的な整備
等の促進に関する法律）」による疾病
予防運動施設に係る融資率の引下げ
（90%→80%） 

ａ 介護老人保健施設の融資率の引下
げ及び貸付利率の見直し 

ｂ 「調剤専門薬局」及び「主として調
剤を行う薬局」に対する融資率の引下
げ 

ｃ 医療従事者養成施設に対する融資
率の引下げ 

ｄ 断層撮影装置（CT 含む）を融資額
の特例の対象から除外 

ｅ 社会福祉法人のみに認められてい
た施設の機能の充実を図るための機
械購入資金を融資対象から除外 

ｆ 社会福祉法人のみに認められてい
た病床の増床、入所定員の増員等に伴
い必要となる長期運転資金を融資対
象から除外 

ｇ マンモグラフィ（乳房断層撮影装
置）の特例貸付の創設 

ｈ アスベスト除去等の工事に係る特
例貸付の創設 

ａ アスベスト対策事業に係る融資率
の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｂ 助産所、歯科技工所、医療従事者養
成施設に対する貸付利率の見直し 

ｃ 法令に基づく命令若しくは指示又
はこれに代わる指導を受けて行われ
る乙種増改築事業に対する貸付利率
の見直し 

ｄ 調剤を専門とする薬局又は主とし
て調剤を行う薬局に対する貸付利率
の見直し 

ｅ「地域における公的介護施設等の計画
的な整備等の促進に関する法律」に従
って整備する疾病予防運動施設に対
する融資率の引下げ 

ａ 介護老人保健施設の新築資金及び
増改築資金のうち、療養病床から転換
するために整備するものに係る融資
率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｂ 病床充足地域における医療計画上
に位置づけられる有床診療所の新築
資金を貸付対象化 

ｃ 診療所の新築資金のうち、療養病床
を整備するものに係る融資率の引下
げ 

ｄ 病院の乙種増改築資金又は診療所
の増改築資金のうち、医療施設近代化
施設整備事業の対象であって、療養病
床を整備するものに係る融資率の引
下げ 

 

ａ 療養病床を介護老人保健施設等へ
転換する病院又は診療所に対する長
期運転資金として、療養病床転換支援
資金融資制度を創設 

ｂ 療養病床の介護老人保健施設への
転換事業に対する融資率の引上げ及
び貸付金利の引下げ 

ｃ アスベスト対策事業に対する融資
率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｄ  有床診療所の貸付対象の見直し 
ｅ 療養病床整備に対する融資率の引

下げ及び標準面積の引下げ 
ｆ  病院の機械購入資金、薬局、衛生検

査所、施術所、歯科技工所、疾病予防
運動施設及び温泉療養運動施設の整
備・運転に係る融資の廃止 

ｇ  病院の長期運転資金を災害復旧、制
度改正や金融環境変化対応など緊急
的なものに限定 

ａ アスベスト対策事業に対する融資
率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｂ 病院に係る経営環境変化に伴う経
営安定化資金に対する融資限度額及
び融資期間の拡充 

ｃ 地域医療再生計画に基づく整備事
業に対する貸付限度額の見直し、融資
率の引上げ及び貸付金の引下げ 

ｄ 耐震化整備事業に対する貸付限度
額の見直し、融資率の引上げ及び貸付
金利の引下げ 

ｅ 介護基盤の緊急整備に対する融資
率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｆ 社会保険病院等の譲渡に対する融
資率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｇ 出産育児一時金等の制度見直しに
係る経営安定化資金に対する貸付金
利の引下げ及び無担保融資可能額の
引上げ 

【リスク管理債権比率】#43 

区  分 
第１期目標（2.0%以内） 第２期目標（1.56%以内） 

平成 15 年 9 月末 平成 16 年 3 月末 平成 17 年 3 月末 平成 18 年 3 月末 平成 19 年 3 月末 平成 20 年 3 月末 平成 21 年 3 月末 平成 22 年 3 月末 

リ ス ク 管 理 債 権 比 率 1.53％ 1.50％ 1.53％ 1.23％ 1.50％ 2.02％ 2.97％ 2.49％

 

破 綻 先 債 権 0.18％ 0.21％ 0.14％ 0.09％ 0.18％ 0.24％ 0.24% 0.21%

6 ケ 月 以 上 延 滞 債 権 0.64％ 0.49％ 0.49％ 0.49％ 0.57％ 0.83％ 1.10% 0.82%

3 ケ 月 以 上 延 滞 債 権 0.08％ 0.09％ 0.03％ 0.02％ 0.20％ 0.19％ 0.14% 0.09%

貸 出 条 件 緩 和 債 権 0.62％ 0.70％ 0.87％ 0.63％ 0.55％ 0.77％ 1.49% 1.37%

リ ス ク 管 理 債 権 46,802 百万円 47,537 百万円 51,109 百万円 42,328 百万円 51,229 百万円 68,311 百万円 96,173 百万円 78,176 百万円

総 貸 付 残 高 3,066,237 百万円 3,176,431 百万円 3,341,797 百万円 3,435,572 百万円 3,420,990 百万円 3,374,592 百万円 3,242,262 百万円 3,145,216 百万円
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■ 福祉医療経営指導事業 

【集団経営指導（セミナー）の開催実績】#44 

[開催内容の告知] 
第１期目標（２か月前） 第２期目標（10 週間前） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

73.8 日 68.1 日 64.9 日 65.4 日 68.4 日 70.1 日 70.0 日

（注）平成 15 年度は、15 年 10 月から 16 年 3 月までの実績 

[延べ受講者数] 

第１期目標（9,600 人以上） 
第２期目標（12,600 人以上） 

20 年度計画（2,520 人以上） 21 年度計画（2,520 人以上）

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

1,722 人 2,015 人 2,754 人 2,706 人 2,608 人 2,952 人 3,421 人

第１期合計 11,805 人 第２期合計 6,373 人 

（注）平成 15 年度は、15 年 10 月から 16 年 3 月までの実績 

[満足度指標] 
第１期目標（65 ポイント以上） 第２期目標（65 ポイント以上） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

65.8 ポイント 67.2 ポイント 68.8 ポイント 66.6 ポイント 72.3 ポイント 71.6 ポイント 74.7 ポイント

（注）平成 15 年度は、15 年 10 月から 16 年 3 月までの実績 

【個別経営診断メニューの多様化】#45 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○特別養護老人ホームの経営の参考

指標の開発に着手 

 

○特別養護老人ホーム及びケアハウ

スの経営の参考指標を開発し、個

別経営診断を開始 

○病院の経営指標項目として「損益

分岐点比率」及び「借入金比率」

の追加を検討 

○病院の経営診断項目に「損益分岐

点比率」及び「借入金比率」を追

加し、個別経営診断を開始 

○障害者支援施設の参考指標につい

て検討 

○簡易経営診断を新設し、メニュー

の拡充を実施 

○障害者支援施設について、サンプ

ルデータによる暫定的な経営指

標を算出 

○重症心身障害児施設など障害者施

設数種類について簡易経営診断を

試行 

○実地調査診断においてレセプト分

析を試行 

○老人デイサービスセンター（試行

的に実施）及び一般療養中間型病

院の簡易経営診断を開始 

 

○老人デイサービスセンターについ

ては、経営指標案を作成し、顧客

からの意見聴取を実施 

○特別養護老人ホーム併設型のデイ

サービスセンターについては、特

別養護老人ホームと一体的に診

断することが妥当との方向性を

得た 

【個別経営診断の実績】#46 

区  分 
第１期目標（150 件以上） 

第２期目標（1,400 件以上） 

20 年度計画（280 件以上） 21 年度計画（280 件以上）

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

診 断 件 数 18 件 40 件 42 件 280 件 541 件 1,142 件 1,273 件

うち福祉 6 件 24 件 19 件 191 件 380 件 1,070 件 1,179 件

 うち医療 12 件 16 件 23 件 89 件 161 件 72 件 94 件

（注）平成 15 年度は、15 年 10 月から 16 年 3 月までの実績 

【個別経営診断の事務処理期間短縮】#48 
第１期目標（60 日以内） 第２期目標（50 日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

57.1 日 45.7 日 39.3 日 5.3 日 13.1 日 30.8 日 35.8 日

【経営指標の対象施設の拡大】#49 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○調査研究能力の充実強化のため、

情報調査部の調査機能を企画指

導部に移管 

○特別養護老人ホーム及びケアハ

ウスの参考指標を作成し、平成

16 年 12 月に公表 

○障害者支援施設の参考指標につ

いて検討 

○障害者支援施設について、サンプ

ルデータによる暫定的な経営指

標を算出 

○デイサービスについて諸経営指

標の集計を行い「経営分析参考指

標」に参考として収載 

○認知症グループホーム、保育所に

かかる経営情報の収集を開始し、

参考指標を試行的に作成 

○保育所については、分析項目の整

理を行い、経営指標を試作 

○障害者自立支援法に係る事業に

ついては、今後の法改正等の動向

を踏まえ改めて検討 
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【経営改善支援事業の重点化と施設経営者等に対する情報提供】#47､51 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

平成 20 年度 平成 21 年度 

○経営改善支援事業の実施に向け、

今後 5 年間の間で構築・開発して

いくべき事項を年次計画として

整理 

○緩和ケア病床を有する病院や救

護施設など施設の経営実態につ

いての調査を合計４グループに

対して実施 

○高齢者医療福祉施設の建設コス

トの改善に係る研究を実施  

○過去 5 年における実地調査先

（13 法人）に対するフォローア

ップ調査を実施し、経営診断項目

の見直しを実施 

○「高齢者施設の建設費及び借入金

に関する一考察」の施設開設セミ

ナーでのデータ提示、経営分析指

標を軸にした各種経営セミナー

での詳細解説など、機構独自の

「経営情報」を広く提供 

○WAM NET を活用し「WAMNET

コラム」を立上げ、機構としての

解説などの掲載を開始（平成 21

年度 3 回掲載） 

【集団経営指導における収支相償】#52 
区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

受 講 料 収 入 30,600 千円 28,000 千円 31,296 千円 28,432 千円 25,552 千円 28,628 千円 32,306 千円

開催必要経費 25,112 千円 24,607 千円 25,287 千円 23,477 千円 23,262 千円 26,013 千円 30,038 千円

差 引 き 5,488 千円 3,393 千円 6,009 千円 4,955 千円 2,290 千円 2,615 千円 2,268 千円

【個別経営診断における収支相償】#52 
区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

診 断 料 収 入 

― 

1,085 千円 1,120 千円 5,575 千円 6,453 千円 10,701 千円 12,746 千円

必 要 経 費 946 千円 692 千円 2,922 千円 3,160 千円 4,486 千円 4,063 千円

差 引 き 139 千円 428 千円 2,653 千円 3,293 千円 6,215 千円 8,682 千円
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■ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明で公正な助成の実施） 

【重点助成分野の周知・採択】#55 

区  分 
平成 16 事業年度助成分 

(平成 15 年採択) 

平成 17 事業年度助成分 

(平成 16 年採択) 

平成 18 事業年度助成分 

(平成 17 年採択) 

平成 19 事業年度助成分 

(平成 18 年採択) 

平成 20 事業年度助成分 

(平成 19 年採択) 

平成 21 事業年度助成分 

(平成 20 年採択) 

平成 22 事業年度助成分 

(平成 21 年採択) 

分 野 数 5 項目 5 項目 5 項目 6 項目 9 項目 17 項目 8 項目

重点助成分野 88 事業 121 事業 141 事業 277 事業 596 事業 532 事業 412 事業

（注 1）平成 19 年度及び平成 20 年度の助成事業数には、複数年助成事業を含む 

（注 2）平成 22 事業年度助成分は、長寿・子育て・障害者基金事業から社会福祉振興助成事業への移行期であり、助成先団体等の活動に混乱を招くことのないよう当初の重点助成分野の変更を行ったことから、採択事業数が多くなっている。 

【助成事業の審査・採択】#57                                                            （単位：件、百万円） 

区分 

平成１６年度分助成 

（平成１５年採択） 

平成１７年度分助成 

（平成１６年採択） 

平成１８年度分助成 

（平成１７年採択） 

平成１９年度分助成 

（平成１８年採択） 

平成２０年度分助成 

（平成１９年採択） 

平成２１年度分助成 

（平成２０年採択） 

要 望 
採 択 

（採択率%） 
要 望 

採 択 

（採択率%） 
要 望 

採 択 

（採択率%） 
要 望 

採 択 

（採択率%） 
要 望 

採 択 

（採択率%） 
要 望 

採 択 

（採択率%） 

事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額 事業数 金 額

一般分 
168 

 

2,984 

 

149 

(88.7) 

2,436 

(81.6) 

159 

 

2,052 

 

146

(91.8)

1,627 

(79.3) 

167 

 

2,292 

 

159

(95.2)

1,887

(82.3)

173 2,311 162

(93.6)

1,739

(75.2)

175 2,130 166

(94.9)

1,610 

(75.6) 

180 

 

2,184 

 

174 

(96.7) 

1,709

(78.2)

特別分 
225 

 

863 

 

62 

(27.6) 

224 

(26.0) 

439 

 

1,605 

 

65

(14.8)

236 

(14.7) 

334 

 

1,217 

 

81

(24.3)

297

(24.4)

480 2,157 105

(21.9)

438

(20.3)

381 1,484 75

(19.7)

326 

(22.0) 

468 

 

1,844 

 

87 

(18.6) 

374

(20.3)

地方分 
1,068 

 

1,635 

 

556 

(52.1) 

894 

(54.7) 

1,127 

 

1,696 

 

577

(51.2)

861 

(50.8) 

960 

 

1,221 

 

617

(64.3)

1,004

(82.2)

1,303 2,095 766

(58.8)

1,238

(59.1)

1,293 2,103 698

(54.0)

1,136 

(54.0) 

1,260 

 

2,075 

 

708 

(56.2) 

1,168

(56.3)

合 計 
1,461 

 

5,483 

 

767 

(52.5) 

3,554 

(64.8) 

1,725 

 

5,353 

 

788

(45.7)

2,724 

(50.9) 

1,461 

 

4,731 

 

857

(58.7)

3,188

(67.4)

1,956 6,563 1,033

(52.8)

3,415

(52.0)

1,849 5,717 939

(50.8)

3,072 

(53.7) 

1,908 

 

6,103 

 

969 

(50.8) 

3,251

(53.3)

（注）平成 19 年度の助成には複数年助成事業を含む。 

区分 

◆平成 22 年度分助成から新たに社会福祉振興助成事業となったことに伴い区分変更◆ 

平成２2 年度分助成 

（平成２1 年採択） 

要 望 
採 択 

（採択率%） 

事業数 金 額 事業数 金 額

先進的・独創的活動支援事業 
719 4,818 223

(31.0)

1,365

(28.3)

地域活動支援事業 
1,072 1,774 599

(55.9)

962

(54.2)

障害者スポーツ支援事業 
147 579 85

(57.8)

341

(58.9)

合 計 
1,938 7,171 907

(46.8)

2,668

(37.2)
 

【助成事業の継続状況の調査】#59 

区  分 

第１期目標（80％以上） 第２期目標（85％以上） 

平成 14 事業年度助成分 

(平成 16 年調査) 

平成 15 事業年度助成分 

(平成 17 年調査) 

平成 16 事業年度助成分 

(平成 18 年調査) 

平成 17 事業年度助成分 

(平成 19 年調査) 

平成 18 事業年度助成分 

(平成 20 年調査) 

平成 19 事業年度助成分 

(平成 21 年調査) 

特別分助成 90.7% 90.1% 91.5% 92.1% 91.1% 97.9%

地方分助成 92.0% 94.6% 91.3% 92.7% 92.9% 94.8%

合  計 91.9% 94.0% 91.3% 92.7% 92.7% 95.2%

【独創的・先駆的事業等への助成】#60 

区  分 

第１期目標（70％以上） 第２期目標（80％以上） 

平成 16 事業年度助成分 

（平成 15 年採択） 

平成 17 事業年度助成分 

（平成 16 年採択） 

平成 18 事業年度助成分 

（平成 17 年採択） 

平成 19 事業年度助成分 

（平成 18 年採択） 

平成 20 事業年度助成分 

（平成 19 年採択） 

平成 21 事業年度助成分 

（平成 20 年採択） 

平成 22 事業年度助成分 

（平成 21 年採択） 

全助成事業数（a） 767 事業 788 事業 857 事業 1,033 事業 939 事業 969 事業 907 事業

特別分及び地方分（b） 618 事業 642 事業 698 事業 871 事業 773 事業 795 事業 757 事業

うち特別分 62 事業 65 事業 81 事業 105 事業 75 事業 87 事業 116 事業

うち地方分 556 事業 577 事業 617 事業 766 事業 698 事業 708 事業 641 事業

占有率（b/a） 80.6% 81.5% 81.5% 84.3% 82.3% 82.0％ 83.5％

（注１）独創的・先駆的事業等…独創的・先駆的事業（特別分）、地域の実情に即したきめ細かな事業（地方分） 

（注２）平成 19 年度及び平成 20 年度の助成事業数には、複数年助成事業を含む。 
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【各種提出書類の電子化等】#61 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○助成先団体、社会福祉協議会に対

し、電子申請ニーズ等に関する調

査を実施し、課題等を整理 

○機構ホームページから応募書類等

の様式のダウンロードを可能に

した。 

○助成先団体の IT 環境等について

調査を実施し、課題等を整理 

 

○助成内定団体専用ページを機構ホ

ームページに設置し、書式等のダ

ウンロード、手引きの閲覧を可能

とし、利便性を増大 

○他の助成団体等が行っている電子

申請等について調査を実施し、問

題点を整理 

○審査部会委員に対し、審査資料の

ダウンロードを可能とするサイト

を設置し審査を効率化 

○社会福祉協議会に対し、受付処理

簿と推薦総括表等のダウンロード

を可能とするサイトを設置し利便

性を向上 

○助成団体から提出される自己評価

書について、ｗｅｂ上で提出でき

る仕組みを構築し利便性を向上 

○電子申請システム、電子図書館に

係る第一次開発の構築を行い、試

行運用に向けた動作確認まで実施

○助成団体から提出されるフォロー

アップ調査票について、ｗｅｂ上

で提出できる仕組みを構築し利便

性を向上 

○電子図書館システムを構築し、本

格運用を開始 

○特別分助成金の交付申請書及び概

算払請求書にかかる電子申請シス

テムを本格稼働。さらに、追加し

て助成金交付要望書及び事業完了

報告書等にかかるシステム開発を

行い、本格稼働。 

○助成先団体等の事務負担軽減を図

るため、利用者の操作性が向上す

るよう操作説明の見直しを実施 

○平成 19 事業年度分助成事業のフ

ォローアップ調査に係る電子申請

を平成 21 年 7 月より試行的に運

用を開始 

 

【助成金交付までの事務処理期間短縮】#62 
第１期目標（30 日以内） 第２期目標（30 日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

45.5 日 29.2 日 27.5 日 19.8 日 22.2 日 20.4 日 15.3 日

【基金の運用実績】#64 
区  分 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

運 用 利 回 り 実 績 1.86％ 1.38％ 2.04％ 1.79％ 1.93％ 1.69％

国 債 で 運 用 し た 場 合 1.59％ 1.24％ 1.90％ 1.64％ 1.68％ 1.46％

差 引 き 0.27％ 0.14％ 0.14％ 0.15％ 0.25％ 0.23％

 

■ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後評価と助成事業の成果の普及） 

【助成事業の事後評価の実施】#65 
区  分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

事 後 評 価 の 対 象 ○平成 14 年度分助成事業 ○平成 15 年度分助成事業 ○平成 16 年度分助成事業 ○平成 17 年度分助成事業 ○平成 18 年度分助成事業 ○平成 19 年度分助成事業 ○平成 20 年度分助成事業 

自 己 評 価 
○全助成事業の 98.3%について

実施 

○全助成事業について実施 ○全助成事業について実施 ○全助成事業について実施 ○全助成事業について実施 ○全助成事業について実施 ○全助成事業について実施 

ヒ ア リ ン グ 評 価 
○ 85 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

10.1%）について実施 

○ 94 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

11.6%）について実施 

○ 104 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

14.0%）について実施 

○ 106 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

13.8%）について実施 

○ 101 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

12.1%）について実施 

○ 126 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

12.5%）について実施 

○ 116 事 業 （ 全 助 成 事 業 の

12.5%）について実施 

書 面 評 価 ○全助成事業を対象に実施 ○全助成事業を対象に実施 ○全助成事業を対象に実施 ○全助成事業を対象に実施 ○全助成事業を対象に実施 ○全助成事業を対象に実施 ○全助成事業を対象に実施 

事 後 評 価 の 反 映 

○中間とりまとめは、平成 16 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 17 年度分助

成事業の募集要領に反映 

○中間とりまとめは、平成 17 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 18 年度分助

成事業の募集要領に反映 

○中間とりまとめは、平成 18 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 19 年度分助

成事業の募集要領に反映 

○中間とりまとめは、平成 19 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 20 年度分助

成事業の募集要領に反映予定 

○中間とりまとめは、平成 20 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 21 年度分助

成事業の募集要領に反映予定 

○中間とりまとめは、平成 21 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 22 年度分助

成事業の募集要領に反映予定 

○中間とりまとめは、平成 22 年

度助成事業の選定方針に反映 

○ 終報告は、平成 23 年度分助

成事業の選定方針に反映予定 

評 価 結 果 の 公 開 
○平成 16 年 3 月 26 日にホー

ムページで公開 

○平成 17 年 3 月 29 日にホー

ムページで公開 

○平成 18 年 3 月 27 日にホー

ムページで公開 

○平成 19 年 3 月 26 日にホー

ムページで公開 

○平成 20 年 3 月 2７ 日にホー

ムページで公開 

○平成 21 年 3 月 27 日にホー

ムページで公開 

○平成 22 年 3 月 26 日にホー

ムページで公開 

優れた事業の選出 

○優れた事業として 24 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、高齢者福祉活動支援セミナ

ーで紹介 

○優れた事業として 30 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、ラジオ番組、在宅福祉活動

支援セミナーで紹介 

○優れた事業として 32 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、ラジオ番組、全国紙、在宅

福祉活動支援セミナーで紹介 

○優れた事業として 35 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、ラジオ番組、全国紙、長寿・

子育て・障害者基金セミナーで

紹介 

○優れた事業として 37 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、ラジオ番組、全国紙、長寿・

子育て・障害者基金セミナーで

紹介 

○優れた事業として 21 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、ラジオ番組、全国紙、長寿・

子育て・障害者基金セミナーで

紹介 

○優れた事業として 21 事業を

選出 

○ホームページ、広報誌での公

開、ラジオ番組、事業報告会で

紹介 

【職員の専門性の向上】#67 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○有識者を講師とした研修会を２日

間実施 

○有識者を講師とした研修会を２日

間実施 

○有識者を講師とした研修会を３回

実施 

○福祉関係制度・施策に関する研修

を３回実施 

○有識者を講師とした研修会を４回

実施 

○有識者を講師とした研修会を３回

実施 

○有識者を講師とした勉強会を８回

実施 

○民間活動支援強化プロジェクトに

おいて、今日的な福祉課題を把握

するための勉強会を 3 回実施 

○日本社会事業大学の協力を得て、

社会福祉の体系的な知識の習得

を目的とした勉強会を 4 回実施 
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■ 退職手当共済事業 

【退職手当金給付事務の事務処理期間短縮】#71 

区   分 
第１期目標（75 日以内） 第２期目標（75 日以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

平均事務処理期間 93.7 日 101.7 日 84.2 日 91.7 日 61.7 日 44.8 日 37.6 日

国等の補助金の予算制約の影響を除外 

した場合の平均事務処理期間（注１） 
43.7 日 71.6 日 57.2 日 67.1 日 54.5 日 ― ― 

   

支給人員数 60,050 人 65,932 人 71,023 人 73,791 人 83,967 人 76,570 人 63,704 人

効率化係数（注２） 

（予算制約の影響を除外した場合）（注１） 
― 100.0 74.2 83.7 59.8 ― ― 

（注１）第１期中期目標期間の評価の視点において、国等の補助金等の予算制約の影響を考慮するとの定めがあり記載していたが、第２期中期目標期間の評価の視点においては、その定めがなくなったため記載していない。 

（注２）効率化係数は、平成 16 年度実績を 100 とした場合における、各年度の係数を算出（平成 15 年度は半期のみの実績であり基準年度として適切でない。） 

【提出書類の電子届出化等】#74 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○退職手当金請求書等を機構ホーム

ぺージからプリントアウトできる

ように措置 

○請求書等作成支援システムの構築

と試験運用の実施 

○請求書等作成支援システムの本格

運用の開始 

○利用者負担の軽減の観点から、届

出様式の統合、提出書類や記載事

項の簡素化を実施 

○平成 19年度の稼動に向け、WAM 

NET のネットワーク環境を活用

した掛金納付対象職員届の電子

届出システムを構築 

○電子届出システムの運用開始 

 （利用率 45％） 

○利用者アンケートを踏まえたシス

テムの機能追加 

○電子届出システムの適用範囲を新

設届・申出書にも拡大 

○電子届出システムに退職届を作成

する機能を追加 

○電子届出システムに未提出者情報

を表示する機能を追加 

○利用者アンケートを踏まえたシス

テム改善 

○施設等新設届・申出書について、

電子届出システムでの運用開始 

○請求書・退職届について、二次元

バーコードを付加した作成支援

システムの運用開始 

○利用者アンケート結果を踏まえ、

システムを改善 

○電子届出システムに加入届の機能

を追加 

○電子化されていない届出書類につ

いて費用対効果を考慮し機能を

追加 

○添付書類の見直しを行い、ＷＡＭ 

ＮＥＴ上で確認できる場合、添付

書類を省略できる取扱いに変更 

○電子届出システム利用者のうち

88％が事務負担が軽減されたと

回答 

【業務指導等の強化】#75 
区   分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

業務委託契約者との事務打合会 16 年 2 月に開催 17 年 2 月に開催
17 年 10 月・18 年 2 月に

開催
19 年 2 月に開催 20 年 2 月に開催 21 年 2 月に開催 22 年 2 月に開催

実務者研修会への職員

派遣による実務指導 

派遣都道府県 31 都府県 31 都府県 47 都道府県 34 都道府県 46 都道府県 31 都道府県 40 都道府県

派遣延べ回数 39 回 36 回 67 回 41 回 53 回 35 回 55 回

（注）平成 18 年度から、実務者研修会を開催した都道府県において共済契約者を直接訪問して制度改正後の事務処理等を適正に行うよう個別指導を行った。（平成 20 年度 13 件、平成 21 年度 14 件） 
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■ 心身障害者扶養保険事業 

【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】#80 

区   分 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

平成20年度 平成21年度 

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率 運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率 運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 

有
価
証
券 

国

内 

債券 1.34％ 1.38％ 0.04％ 2.04％ 1.92％ ▲0.12％

株式 ▲34.78％ ▲34.81％ ▲0.03％ 28.47％ 28.47％ 0.00％

外

国 

債券 ▲7.17％ ▲7.52％ ▲0.34％ 0.18％ 0.03％ ▲0.15％

株式 ▲43.32％ ▲43.59％ ▲0.27％ 46.75％ 45.13％ ▲1.63％

短 期 資 産  0.32％ 0.54％ 0.22％    0.08％ 0.18％    0.11％

複合ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ▲5.67％ ▲5.89％ ▲0.21％ 7.35％ 5.70％ ▲1.65％

 （注）平成２０年度から、従前の運用に係る「５：３：２規制」を廃止し、長期的に維持すべき資産構成割合（基本ポートフォリオ）を策定して運用を行うなど、運用の見直しを行っている。 

【基本ポートフォリオの見直し】#85 

区 分 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

平成 20 年度 平成 21 年度 

基本ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 乖離許容幅 基本ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 乖離許容幅 

国 内 債 券 71.6% ±8% 71.6% ±8% 

国 内 株 式 7.8% ±5% 7.8% ±5% 

外 国 債 券 7.8% ±5% 7.8% ±5% 

外 国 株 式 7.8% ±5% 7.8% ±5% 

短 期 資 産 5.0% ±4% 5.0% ±4% 

【事務担当者会議の開催】#93 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○2 回開催 

○地方公共団体向けの「事務の手引

き」を作成し、配布 

○2 回開催 

○保険料免除者の現況調査を実施

し、調査結果に基づき地方公共団

体に対し適正な事務処理を依頼 

○2 回開催 

○保険料免除者等の年金等の請求漏

れを防止するためパンフレットを

作成し、加入者等に周知 

○保険料免除開始時期確認資料の提

供開始 

○2 回開催 

○年金等の請求漏れや受給者の届出

漏れを防止するためリーフレット

を作成し、全加入者及び全受給者

に周知 

○ＷＡＭ ＮＥＴに事務担当者専用

のコーナーを開設し、電子媒体に

よる様式（一部）提供を開始 

○2 回開催 

○年金等の請求漏れや受給者の届出

漏れを防止するためリーフレット

を作成し、全加入者、全年金管理

者及び全受給者に周知 

○2 回開催 

○年金等の請求漏れや受給者の届出

漏れを防止するためリーフレット

を見直し、作成 

○申込者（被保険者）告知書、障害

診断書について、記入の際に分か

りづらい点について解消するため

等様式の改正を実施（平成 21 年

４月施行） 

○１回開催 

○地方公共団体の意向を反映し、１

か所（１回）でより効率的に開催

○事業の実施主体である地方公共団

体を訪問し意見交換、情報交換等

を実施 

○保険法の施行に合わせて、重要事

項説明書等の見直しを行い、様式

を改定 

○制度周知のためパンフレットを作

成し、地方公共団体に配布するよ

う依頼 
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■ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

【提供情報の質の向上】#94 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○WAM NET の満足度アンケート

調査を実施し、コンテンツの見直

しを検討 

○サイト内検索機能の追加及び「人

材採用・研修」情報等の追加 

○L モード公式サイトへの登録によ

るアクセス方法の拡大 

○キーワード検索及び介護保険・支

援費事業者検索の機能拡充 

○インターネット対応テレビ向けの

サイトの開設 

○行政資料のファイル名に日付を追

加し、ファイルのダウンロードの

利便性を向上 

○コミュニティサイトのメニュー画

面をリニューアルし、操作性を向

上 

○就労支援事業を行っている障害福

祉サービス事業者の優良事例を

紹介するコンテンツを開設 

○ＩＤ・パスワードの再発行及び中

止届のシステム処理を簡略し利

用者の利便性を向上 

○福祉医療政策の動向を踏まえ、療

養病床転換や介護報酬改定に関

する情報をピックアップし、情報

を集約して分かりやすく提供 

○福祉ビジネス情報を構築し、福祉

用具に関する情報を提供 

○都道府県や国と連携を図り 新の

情報を迅速に提供 

○福祉医療政策の動向を踏まえ、診

療報酬改定に関する情報をピッ

クアップし、情報を集約して、分

かりやすく提供するなど利用者

の利便性の向上を実現 

【利用者数及び利用者満足度の向上】#95 

[アクセス件数] 
第１期目標（700 万件以上） 第２期目標（1,400 万件以上） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

617 万件 773 万件 1,436 万件 1,578 万件 1,343 万件 1,354 万件 1,412 万件

[利用機関登録数] 

第１期目標（5 万件以上） 
第２期目標（7.5 万件以上） 

20 年度計画（6.8 万件以上） 21 年度計画（7.2 万件以上）

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

42,814 機関 46,030 機関 52,664 機関 63,479 機関 66,902 機関 69,754 機関 80,583 機関

[利用者満足度] 

◆第２期中期目標期間からの目標◆ 

第２期数値目標：90％以上 

平成 20 年度 平成 21 年度 

90.4％ 90.3％

【ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用】#96 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○「看護師等養成所運営報告システ

ム」等の構築に当たっての WAM 

NET の活用について検討 

○平成 17 年度からの運用に向けて

「看護師等養成所報告管理シス

テム」を WAM NET 上に構築 

○WAM NET の更なる利活用につ

いて検討 

○平成 17 年 4 月から「看護師等養

成所報告管理システム」を WAM 

NET 上で運用開始 

○平成 18 年 3 月から「児童・婦人

相談所ネットワークシステム」を

WAM NET 上で運用開始 

○退職手当共済事業の掛金届につい

て、WAM NET 基盤を活用した

電子届出の仕組みを構築 

○精神保健福祉士養成施設の事業報

告システムの構築等について検

討 

○基金事業における助成金の申込み

並びに福祉医療貸付事業におけ

る事業報告書の受領について、Ｗ

ＡＭＮＥＴ基盤を活用した電子

届出の仕組みの構築に着手 

 

○基金事業における助成金の申込み

並びに福祉医療貸付事業におけ

る事業報告書の受付について、Ｗ

ＡＭＮＥＴ基盤を活用した電子

届出の仕組みの構築 

○ＷＡＭＮＥＴ基盤を活用した電子

届出システムの利用率向上（福祉

医 療 貸 付 事 業 の 事 業 報 告 書

55.3％（前年度 5.9％）、退職手

当共済事業の掛金届等 75％（前

年度 79％）） 

【広告収入等の自己収入の拡大】#97 
第１期数値目標：収入の確保を目指す 第２期数値目標：中期の 終年度 1,500 万円以上 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○WAM NET を利活用した収入確

保の基本方針を策定 

○バナー広告の試行運用を実施の

上、平成 17 年 3 月から有料広告

の掲載を開始 

  （実績額 ８４千円） 

○バナー広告の本格運用により

2,628 千円の収入を計上 

○介護保険業務管理ソフトの広告掲

載を平成 18 年 2 月から開始し、

252 千円の収入を計上 

○看護師等養成所報告管理システム

に 係 る 受 託 業 務 収 入 と し て

9,000 千円を計上 

○バナー広告により 7,560 千円の

収入を計上 

○介護保険業務管理ソフトの広告掲

載を本格的に開始し、2,866 千

円の収入を計上 

○看護師等養成所報告管理システム

に 係 る 受 託 業 務 収 入 と し て

9,000 千円を計上 

○バナー広告により 7,560 千円の

収入を計上 

○介護保険業務管理ソフトの広告掲

載により、3,502 千円の収入を

計上 

○看護師等養成所報告管理システム

に 係 る 受 託 業 務 収 入 と し て

9,000 千円を計上 

○バナー広告により 7,581 千円の

収入を計上 

○介護保険業務管理ソフトの広告掲

載により、3,334 千円の収入を

計上 

○福祉ビジネス情報における情報掲

載により 63 千円の収入を計上 

○看護師等養成所報告管理システム

に 係 る 受 託 業 務 収 入 と し て

9,000 千円を計上 

○バナー広告により 6,531 千円の

収入を計上 

○介護保険業務管理ソフトの広告掲

載により、3,181 千円の収入を

計上 

○福祉ビジネス情報における情報掲

載により 1,008 千円の収入を計

上 

○看護師等養成所報告管理システム

に 係 る 受 託 業 務 収 入 と し て

9,000 千円を計上 
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■ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

【利率設定方式の見直し】#98 

［年金担保貸付事業］ 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○会計基準の変更に伴い貸倒引当金

の積み増しが必要となり、平成

16 年 1 月から貸付金利の 0.1%

の引上げを実施 

○年度末において欠損金が発生 

○平成 15 年度の欠損金の解消及び

急激な金利変動リスクに対応す

るため、平成 16 年 4 月から「財

務を安定化するためのコスト」と

して貸付金利の 0.1%引上げを実

施 

○資金調達期間と運用期間のミスマ

ッチによる金利リスクを回避す

るため、平成 16 年 4 月から下限

金利を設定 

○年度末において黒字を確保 

○四半期毎に収支状況等の分析を行

った結果、現行の金利設定方法を

維持 

○年度末において黒字を確保 

○従来、四半期毎に実施していた収

支状況等の分析・検証を 2 ヶ月毎

に実施 

○平成 17 年 10 月から導入した定

額償還方式に伴う費用の増加と

財投金利に連動した貸付金利の

上昇による収益の増加という要

因を踏まえ金利水準について検

証し、平成 18 年 10 月から、暫

定的に貸付金利の上昇を抑制す

る措置を実施 

○平成 19 年度は、収支状況等の分

析・検証を 5 回、金利設定等の分

析・検証を 3 回、計 8 回実施 

○平成 19 年 6 月に平成 18 年度決

算及び財投機関債の発行状況を

踏まえた金利検証を行い、貸付金

利の上限の撤廃を決定するとと

もに、9 月には平成 20 年度から

運営費交付金を廃止することに

伴う平成 19 年度の影響を考慮し

た金利設定の検証を行い、現状の

金利設定の維持を決定 

○独立行政法人整理合理化計画に基

づく運営費交付金の廃止及び貸

付原資の自己調達化を踏まえ、業

務運営コストを適切に貸付金利

に反映 

○平成 20 年度は、収支状況等の分

析・検証を 5 回、金利設定等の分

析・検証を 4 回、計 9 回の金利

水準の検証を実施 

○平成 20 年 6 月に平成 19 年度決

算を踏まえた金利検証を行うと

ともに、9 月には平成 20 年度貸

付状況を踏まえた金利設定の検

証を行い、また、1 月には財投機

関債の発行状況を踏まえた金利

設定の検証を行い、現状の金利設

定の維持を決定 

○独立行政法人整理合理化計画に基

づく運営費交付金の廃止及び貸

付原資の自己調達化を踏まえ、業

務運営コストを適切に貸付金利

に反映 

○平成 21 年度は、収支状況等の分

析・検証を 5 回、金利設定等の分

析・検証を３回、計８回の金利水

準の検証を実施 

○平成 2１年 6 月に平成 20 年度決

算を踏まえた金利検証を行うと

ともに、10 月には平成 2１年度

貸付状況を踏まえた金利設定の

検証を行い、また、1 月には財投

機関債の発行状況や制度見直し

の内容を踏まえた金利設定の検

証を行い、金利の引き下げを決定

［労災年金担保貸付事業］ 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― 

○業務移管を機に必要 小限の範囲

で業務経費を金利にオンコスト

するとともに、下限金利を設定 

○年度末において黒字を確保 

○平成 17 年度においては、四半期

毎に収支状況を分析し、特に第 4

四半期においては定額償還方式

の導入に伴うコスト変動に着目

して金利設定方法を検証した結

果、制度変更に伴いオンコスト対

象経費の増加が認められたこと

から、平成 18 年度から下限金利

を 0.6％から 0.7％へ引き上げる

こととした。 

なお、貸付債権の状況悪化に伴

い、貸倒引当金の繰入れが見込額

以上に増加したこと等により当期

損失（4,926 千円）が発生した。

○従来、四半期毎に実施していた収

支状況等の分析・検証を 2 ヶ月毎

に実施 

○平成 17 年 10 月から導入した定

額償還方式に伴う費用の増加と

貸付金利の動向を踏まえ金利水

準について検証し、平成 18 年

10 月から、貸付金利の下限を

0.7％から 0.9％に引き上げ、黒

字を確保した。 

○平成 19 年度は、収支状況等の分

析・検証を 5 回、金利設定等の分

析・検証を 3 回、計 8 回実施 

○平成 19 年 6 月に平成 18 年度決

算を踏まえた金利検証を行うと

ともに、9 月には平成 20 年度か

らの運営費交付金を廃止するこ

とに伴う平成 19 年度の影響を考

慮した金利設定の検証を行い、現

状の金利設定の維持を決定 

○独立行政法人整理合理化計画に基

づく運営費交付金の廃止を踏ま

え、業務運営コストを適切に貸付

金利に反映 

○平成 20 年度は、収支状況等の分

析・検証を 5 回、金利設定等の分

析・検証を 4 回、計 9 回の金利

水準の検証を実施した。 

○平成 20 年 6 月に平成 19 年度決

算を踏まえた金利検証を行うと

ともに、9 月には平成 20 年度貸

付状況を踏まえた金利設定の検

証を行い、また、1 月には年金担

保貸付事業と併せて金利設定の

検証を行い、現状の金利設定の維

持を決定 

○独立行政法人整理合理化計画に基

づく運営費交付金の廃止を踏ま

え、業務運営コストを適切に貸付

金利に反映 

○平成 2１年度は、収支状況等の分

析・検証を 5 回、金利設定等の分

析・検証を３回、計８回の金利水

準の検証を実施 

○平成 21 年 6 月に平成 20 年度決

算を踏まえた金利検証を行うと

ともに、10 月には平成 2１年度

貸付状況を踏まえた金利設定の

検証を行い、また、1 月には財投

機関債の発行状況や制度見直し

の内容を踏まえた金利設定の検

証を行い、金利の引き下げを決定

（注）労災年金担保貸付事業は、平成 16 年 4 月から実施している。 

【無理のない返済に配慮した審査等】#99､100 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― 

○1 万円単位で償還額を設定できる

定額償還方式の導入を検討し、平

成 17 年 10 月からの実施を決定

○平成 17 年 10 月から定額償還方

式を導入 

○平成 17 年 10 月より導入した定

額償還方式について、周知すると

ともに、申込窓口における推奨の

徹底 

○昨年度に引き続き、定額償還方式

について、周知するとともに、申

込窓口における推奨の徹底 

○昨年度に引き続き、定額償還方式

について、周知するとともに、申

込窓口における推奨の徹底 

○平成 21 年度の実施に向けて、厚

生労働省等関係機関と協議検討

を実施 

○奇数月に支給される年金にいわゆ

る「さかのぼり年金」が多く含ま

れることから、平成 21 年 7 月か

ら奇数月回収を中止 

○利用者にとって必要な資金の融資

及び無理のない返済となるよう、

関係機関との協議を重ね、平成

22 年 2 月から取扱変更を実施 

【変更内容】 

①資金の必要性等の確認強化 

②満額返済の廃止 

③返済回数の増加 

④貸付条件変更制度の導入 
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【貸付制度の周知】#101 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○リーフレット、ポスター、ホーム

ページによる周知 

○リーフレット、ポスター、ホーム

ページによる周知 

○違法年金担保融資被害事例集を作

成し、配布 

○リーフレット、ポスター、ホーム

ページによる周知 

○全国民生委員大会、被害者救済団

体等の大会における広報活動の

実施 

○全国社会福祉協議会等の機関紙に

おける広報の実施 

○生活保護受給中の年金担保貸付の

利用制限について、具体的な実施

手法を検討 

○リーフレット、ポスター、ホーム

ページによる周知 

○全国民生委員大会、被害者救済団

体等の大会における広報活動の

実施 

○効果的な被害防止策の一環として

被害事例集を作成し、配布 

○厚生労働省の生活保護の適正化に

関する方針を受け、平成 18 年 7

月 4 日申込分より生活保護受給

中の者への利用制限を実施 

○リーフレット、チラシ、ホームペ

ージによる周知 

○東京都消費生活総合センター広報

誌「東京くらしねっと」における

広報の実施 

○東京都社会福祉協議会職員研修に

おける講師派遣を通じ、制度の周

知 

○昨年度に引き続き、生活保護受給

中の者への利用制限を実施 

○リーフレット、チラシ、ホームペ

ージによる周知 

○昨年度に引き続き、生活保護受給

中の者への利用制限を実施 

○リーフレット、チラシ、ホームペ

ージによる周知 

○昨年度に引き続き、生活保護受給

中の者への利用制限を実施 

○平成 22 年 2 月の制度取扱変更の

周知を図るため、プレス発表を行

うとともに、ポスター、チラシ及

びリーフレットを作成し、受託金

融機関、全国の社会福祉協議会、

消費生活センター等に配布 

 

【受託金融機関に対する事務取扱の周知徹底】#102 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○事務取扱書を刷新し、受託金融機

関に配布 

○受託金融機関事務打合会議を4回

開催（参加率 58%） 

○受託金融機関担当者向けの「事務

のポイント」を作成し、配布 

○受託金融機関事務打合会議を5回

開催（参加率 70%） 

○借入申込書に受託金融機関が審査

すべきチェック項目を盛り込む

改正を実施 

○制度改正に対応した事務取扱書を

作成し、受託金融機関に配布 

○「事務のポイント」をリニューア

ル 

○受託金融機関事務打合会議を6回

開催（参加率 80%） 

○生活保護受給中の者への利用制限

等に対応した対応要領の作成及

び金融機関チェックリスト等の

改正 

○受託金融機関事務打合会議を7回

開催（参加率約 80%） 

○受託金融機関7機関に対し個別指

導を実施 

○借入申込書及び金融機関チェック

リスト等の改正 

○受託金融機関事務打合会議を全国

7 か所８回開催（参加率約６２%）

するとともに受託業務に関する

門答集を作成し、全受託金融機関

に配布 

 

○受託金融機関事務打合会議を全国

7 か所８回開催（参加率約 69%）

し、事務取扱の制度周知を徹底 

○受託金融機関事務打合会議を承継

年金住宅融資等債権管理回収業

務と合同で開催し事務の効率化

を実施 

○制度取扱変更の内容を周知するた

め、10 月から 11 月までの間に

受託金融機関事務打合会議を全

国 7 か所 9 回開催（参加率約

75.7%）し、事務取扱の制度周知

を徹底 

○受託金融機関事務打合会議を承継

年金住宅融資等債権管理回収業

務と合同で開催し事務の効率化

を実施 

【事務処理方法の問題点の洗い出し】#103 
第１期数値目標：1 週間短縮 第２期数値目標：平成 19 年度より短縮 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― 

○受託金融機関に対するアンケート

調査及び電算業務委託会社等と

の調整を行い、平成 17 年 10 月

実施に向けてシステム開発を実

施 

○電算処理システムの試行を経て、

平成 17 年 10 月貸付分から事務

処理期間を 5日間短縮した事務処

理方法を導入 

○平成 17 年 10 月から事務処理機

関の短縮により、平成 18 年度に

おける事務処理期間は概ね３週間

で中期計画を達成 

○平成 18 年 10 月より償還剰余金

等の振込データの電子化を実施 

○平成 19 年 10 月から、任繰剰余

金の振込データの電子化を図り、

事務の効率化等を実施 

○平成 21 年 3 月から、任繰剰余金

の振込の早期化を実施 

○借入申込から貸付実行までの事務

処理方法の問題点について検討 

○取扱変更に伴い、借入申込から貸

付までの事務処理方法の問題点

について検討を実施 
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■ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

【貸付先の財務分析・保証機関等の評価等】#104､105 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○転貸法人、住宅生活協同組合につ

いて財務状況の分析評価を実施。

住宅生活協同組合について必要

に応じ受託金融機関に債権保全

措置を指示 

○全額債務保証を行なっている受託

金融機関について財務状況の分析

評価を実施。また、保証人の状況

調査を行い、保証人の変更、追加

等の保全措置を受託金融機関に指

示 

○担保物件について、担保物件に係

る抵当権の一部解除等に際し、適

切に担保評価等を行って対応  

○転貸法人、住宅生活協同組合の財

務分析において、従来の財務分析

手法に加え新たにキャッシュフ

ローによる新たな分析手法を追

加して実施。必要に応じ受託金融

機関に質権設定などの債権保全

措置を指示 

○全額債務保証を行なっている受託

金融機関について財務状況の分析

評価を実施。また、保証人の状況

調査を行い、保証人の変更、追加

等の保全措置を受託金融機関に指

示 

○担保物件について、担保物件に係

る抵当権の一部解除等に際し、適

切に担保評価等を行って対応  

○転貸法人、住宅生活協同組合の財

務分析を実施。転貸法人につい

て、必要ある個別法人からヒアリ

ングを実施するとともに、解散等

が考えられる生協については、受

託金融機関と債権譲渡等を検討 

○全額債務保証を行なっている受託

金融機関について財務状況の分析

評価を実施。また、保証人の状況

調査を行い、保証人の変更、追加

等の保全措置を受託金融機関に指

示 

 

○転貸法人、住宅生活協同組合の財

務分析を実施。転貸法人につい

て、必要に応じてヒアリングを実

施するとともに、解散等が考えら

れる生協については、受託金融機

関と債権譲渡等を検討 

○全額債務保証を行なっている受託

金融機関について財務状況の分析

評価を実施。また、保証人の状況

調査を行い、保証人の変更、追加

等の保全措置を受託金融機関に指

示 

 

 

【財務状況等を勘案した自己査定の実施】#107 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○貸付金の自己査定基準を策定し、

貸付先の財務状況等を勘案した

自己査定を実施し、貸付先の財務

状況等を勘案した自己査定を行

い、貸倒引当金を適正に計上 

○貸付金の自己査定基準に基づき、

貸付先の財務状況等を勘案した債

権分類を行い、貸倒引当金を適正

に計上 

○貸付金の自己査定基準に基づき、

貸付先の財務状況等を勘案した

債権分類を行い、貸倒引当金を適

正に計上 

○貸付金の自己査定基準に基づき、

貸付先の財務状況等を勘案した

債権分類を行い、貸倒引当金を適

正に計上 

【保証履行能力の把握及び分析】#108 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○ローン保証会社について、関係法

人を通じた情報や決算書等によ

り財務分析を実施し、保証会社の

状況を確認 

○ローン保証会社について、債権格

付け会社による格付及び関係法

人を通じた情報や決算書等の徴

求により保証履行能力の確認を

実施  

○ローン保証会社について、債権格

付け会社による格付及び関係法

人を通じた情報や決算書等の徴

求により保証履行能力の確認を

実施 

○ローン保証会社について、債権格

付け会社による格付及び関係法

人を通じた情報や決算書等の徴

求により保証履行能力の確認を

実施 

【適時的確な債権回収・返済条件の変更措置の実施等】#109､110 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○解散又は清算処理等を予定する住

宅生協７法人について、債権譲渡

又は代位弁済により全額回収 

○民事再生法が申し立てられた貸付

先について、質権実行による回収措

置を実施 

○ローン返済困窮者について、642

件の返済特例措置及び 109 件の

民事再生法の適用による返済条件

の変更を実施 

○災害等の被災者に係る返済条件変

更措置について、平成 18 年 6 月

にホームページにより周知 

○解散を予定している住宅生協１法

人について、債権譲渡により全額回

収 

○ローン返済困窮者について、542

件の返済特例措置及び 87 件の民

事再生法の適用による返済条件の

変更を実施 

○中越沖地震等の被災者に係る返済

条件変更措置について、ホームペー

ジ等により周知 

○解散を予定している住宅生協２法

人について、機構債権の受託金融

機関への債権譲渡又は転貸債権の

受託金融機関への債権譲渡による

繰上償還により債権の全額を回収

○ローン返済困窮者について、538

件の返済特例措置及び 84 件の民

事再生法の適用による返済条件の

変更を実施 

○岩手・宮城内陸地震等の被災者に

係る返済条件変更措置について、

ホームページ等により周知 

○解散を予定している2貸付先に対

して、機構債権の受託金融機関へ

の債権譲渡又は転貸債権の受託金

融機関への債権譲渡による繰上償

還により債権を回収 

○ローン返済困窮者について、

1,206 件の返済特例措置及び 60

件の民事再生法の適用による返済

条件の変更を実施 

○平成 21 年台風第 9 号等に係る返

済条件変更措置について、ホーム

ページ等により周知 
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【延滞債権への対応】#111 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○延滞債権について、受託金融機関

に対し、貸付先に対する督促等を

行なうように指導するとともに、

長期延滞等債権について、保証人

の調査及び物件処分による回収

が必要であると認められる案件

を選定のうえ、具体的な指示によ

り、保証履行請求及び担保物件の

処分等を実施し、早期の回収に努

めた。 

○延滞債権について、受託金融機関

に対し、貸付先に対する督促等を

行なうように指導するとともに、

長期延滞等債権について、保証人

の調査を行なうよう指示するほ

か、保証機関又は保証人に対する

保証履行請求及び担保物件の処分

等を実施し、早期の回収に努めた。

○長期延滞債権について、受託金融

機関に対し保証人の調査、支払督

促等の指示を行うとともに、保証

機関又は保証人に対する保証履

行請求を行い担保物件の処分を

実施 

○長期延滞債権について、受託金融

機関に対し保証人の調査、支払督

促等の指示を行うとともに、保証

機関又は保証人に対する保証履

行請求を行い担保物件の処分を

実施 

【転貸法人への指導強化】#112 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○転貸法人による適切な債権回収を

推進するために、転貸法人に対し

て必要な助言を実施、また、13

転貸法人に 27 名の指導専門員を

派遣し、年 1 回定期報告を提出さ

せ、年 1 回の指導専門員の活動状

況報告会を開催。 

○転貸法人による適切な債権回収を

推進するために、転貸法人に対し

て必要な助言を実施、また、13

転貸法人に 27 名の指導専門員を

派遣し、年 2 回定期報告を提出さ

せ、年 1 回の指導専門員の活動状

況報告会を開催。 

○財務状況に課題のある転貸法人に

個別ヒアリングを実施。また、13

転貸法人に 26 名の指導専門員を

派遣し、年 2 回定期報告を提出さ

せ、年 1 回の指導専門員の活動状

況報告会を実施 

○財務状況に課題のある転貸法人に

個別ヒアリングを実施。また、13

転貸法人に 25 名の指導専門員を

派遣し、年 2 回定期報告を提出さ

せ、年 1 回の指導専門員の活動状

況報告会を実施 

■ 承継教育資金貸付けあっせん業務 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

― ― ― 

○受託機関への再委託業務の変更に

併せて、受託機関用手引書の改訂

版を作成・配布 

 

○平成 20 年度からのあっせん業務

休止に向け、国民生活金融公庫等

の関係機関との調整及び利用者な

どへの業務休止に伴う事務手続き

などの周知。 

○平成 20 年 1 月末で申込受付を〆

切り、2 月中にあっせんを完了。

○平成 20 年度からあっせん業務を

休止したことから、ホームページ

により周知を図るとともに、あっ

せん業務休止に対する照会等に

対して適切に対応 

○平成 20 年度からあっせん業務を

休止したことから、ホームページ

により周知を図るとともに、あっ

せん業務休止に対する照会等に

対して適切に対応 



- 21 - 
 

 

■ 財務内容の改善に関する事項 

【予算、収支計画及び資金計画】#113､114 
区分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

一般勘定 

当期損失が発生 

独法化による適用会計基準

の変更に伴い、貸倒引当金繰

入が予算見込額を超えたため 
 

利益も損失も発生せず 利益も損失も発生せず 

当期利益が発生 

独法化の際に発生した繰越

欠損金の補填のための交付金

が措置されたことにより、当

期利益が発生 
 

当期利益が発生 

運営費交付金の未執行分を

当期利益として計上 
 

利益も損失も発生せず 利益も損失も発生せず 

基金勘定 
利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 

当期損失が発生 

助成事業数の増加等により

助成金額が増加した結果、当

期損失が発生 
 

利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 

共済勘定 

当期損失が発生 

国の補正予算に伴う都道府

県の補助金の入金が翌年度に

ずれ込んだため 
 

当期損失が発生 

国の補正予算に伴う都道府

県の補助金の入金が翌年度に

ずれ込んだ 
 

利益が発生 

都道府県の補助金の入金の

ずれ込み額が前年度より少な

かったため 
 

利益が発生 

都道府県の補助金の入金の

ずれ込み額が前年度より少な

かったため 
 

利益が発生 

都道府県の補助金の入金の

ずれ込み額を当期利益として

計上 
 

利益も損失も発生せず 利益も損失も発生せず 

保険勘定 
当期損失が発生 

運用利回りが予定利率を下

回ったこと等のため 
 

当期損失が発生 

運用利回りが予定利率を下

回ったこと等のため 
 

利益が発生（黒字） 

運用利回りが予定利率を上

回ったため 
 

当期損失が発生 

運用利回りが予定利率を下

回ったこと等のため 
 

当期損失が発生 

運用利回りが予定利率を下

回ったこと等のため 
 

利益が発生（黒字） 

制度改正による責任準備金

を戻入し、臨時利益を計上し

たため 
 

利益が発生（黒字） 

運用利回りが予定利率を 

上回ったため 
 

年金担保 

貸付勘定 

当期損失が発生 

独法化による適用会計基準

の変更に伴い、貸倒引当金繰

入が予算見込額を超えたため 
 

当期利益により欠損金を解消 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 

労災年金 

担保貸付勘定 
－ 利益が発生（黒字） 

当期損失が発生 

貸付債権の状況悪化に伴い、

貸倒引当金の繰入れが見込額

以上に増加したこと等に対し、

当該経費見合いの利息収入を

確保することができなかった

ために、当期損失（4,926 千

円）が発生した。 
 

当期利益により欠損金を解消 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 

承継債権管理回

収勘定 
－ － － 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 利益が発生（黒字） 

承継教育資金貸付

けあっせん勘定 
－ － － 利益も損失も発生せず 利益が発生（黒字） 休止 休止 

【運営費交付金以外の収入の確保】#115 
区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

経営指導事業収入 15,787 千円 29,580 千円 33,203 千円 35,035 千円 33,588 千円 39,329 千円 45,053 千円

WAM NET 事業収入 ― 84 千円 11,880 千円 19,427 千円 20,062 千円 19,978 千円 19,720 千円

【財投機関債の発行等による資金調達】#116 
区 分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

一般勘定 200 億円 300 億円 790 億円 500 億円 200 億円 100 億円 100 億円

（内訳） （3 年債、5 年債） （5 年債、10 年債） （10 年債、20 年債） （10 年債、20 年債） （10 年債） （10 年債） （10 年債）

年担勘定 200 億円 300 億円 400 億円 400 億円 470 億円 540 億円 340 億円

（内訳） （3 年債） （3 年債） （3 年債） （3 年債） （3 年債） （3 年債） （3 年債）

【短期借入金の実績】#117 
区  分 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

借 入 額 4,944 百万円 5,314 百万円 5,010 百万円 1,014 百万円 64 百万円 7,560 百万円 132,492 百万円

年度末残高 4,944 百万円 5,314 百万円 5,010 百万円 1,014 百万円 64 百万円 0 百万円 25,950 百万円



- 22 - 
 

■ その他業務運営に関する重要事項 

【人事評価制度の運用】#120 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○人事評価制度の試行を実施 

○人事評価制度の導入に向けて職

員研修を 10 回実施 

○平成 16年 4月から人事評価制度

を本格導入 

○制度の定着を図るため職員研修

を 6 回実施 

○人事評価の結果を賞与の支給等

に反映 

○制度の運用の向上を図るため職

員研修等を 6 回実施 

○人事評価結果の反映の拡大 

○過去２か年半の評価結果の分析 

○評価結果の分析を踏まえた人事

評価制度の見直し 

○人事評価制度の見直しに関する

説明会を実施 

○人事評価結果の反映の拡大 

○人事評価制度の適正な運用を図

るため職員研修を実施 

○人事評価に関する苦情処理実施

要領を制定 

○人事評価結果の反映の拡大 

○人事評価結果に基づく新たな昇

給制度（査定昇給制度）を導入 

 

○人事評価の結果を昇給、賞与の支

給等に反映 

○平成 22 年度に向けた評価方法の

見直し 

【研修の充実】#121 
平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

○専門研修 

    内部研修   14 回 

    外部研修   55 回 

○研修体系の見直しを行い、「専門

研修」に加えて、「能力開発研修」

を創設 

○専門研修 

内部研修  30 回 

外部研修  50 回 

○能力開発研修 

集合研修   7 回  184 人 

   公開セミナー 7 コース 19 人 

   通信教育  12 コース 50 人

○職員へのアンケート調査の結果

を参考にして、研修メニューを充

実 

○専門研修 

    内部研修  33 回 

    外部研修    64 回 

○能力開発研修 

   集合研修   7 回  185 人 

   公開セミナー 8 コース 14 人 

   通信教育  12 コース 67 人

○職員へのアンケートの結果を参

考にして、研修メニューの充実を

図ったほか満足度の高かった講

師を全職階に充当 

○専門研修 

    内部研修  36 回 

    外部研修    73 回 

○能力開発研修 

   集合研修   9 回  207 人 

   公開セミナー 7 コース 11 人

   通信教育   12 コース 80 人

○研修体系の見直し 

○部門別の専門研修 

内部研修  63 回 

外部研修  44 回 

○職階毎の能力開発研修 

公開セミナー11 コース 49 人

通信教育  25 コース 82 人

○若手職員勉強会 

外部講師等による研修 27 回 

経営指導実務研修会   6 回 

 

○部門別の専門研修 

内部研修  47 回 

外部研修  75 回 

○職階毎の能力開発研修 

公開セミナー29 コース 74 人 

通信教育  20 コース 59 人 

○若手職員勉強会 

外部講師等による研修 22 回 

○研修体系の見直し 

○部門別の専門研修 

内部研修  54 回 

外部研修  85 回 

○職階毎の能力開発研修 

公開セミナー26 コース 72 人

通信教育  16 コース 41 人

○若手職員勉強会 

外部講師等による研修 14 回 

【人員に係る指標】#122 

区  分 
第１期目標（100%以内） 第２期目標（100%以内） 

平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

各年度末指標（A） 264 人 265 人 265 人 299 人 299 人 299 人 299 人

年度末職員数（B） 254 人 252 人 250 人 270 人 256 人 250 人
260 人

（再雇用職員 3 人を含む）

比率（B／A） 96.2％ 95.1％ 94.3％ 90.3％ 85.6％ 83.6% 87.0%

 


